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定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 28 年 11 月 15 日開催の取締役会において、平成 28年 12 月 14 日開催予定の第 13 期定時株主総

会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 変更の理由 

①当社事業の現状に即して事業内容の明確化を図り、また将来事業の計画にあたって必要となる項目を現

行定款第２条の事業目的に追加するものであります。 

②その他、法令の表現に合わせた文言の整備、字句の修正等所要の変更を行うものであります。 

 

2. 変更の内容 

変更の内容は、別紙のとおりであります。 

 

3. 日程 

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 12 月 14 日（水） 

定款変更の効力発生日 平成 28 年 12 月 14 日（水） 

 

以 上 



【別紙】 

変更の内容は、次のとおりであります。 

（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第１条（条文省略） 第１条（現行どおり） 

【目的】 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。 

１．～15．（条文省略） 

16．ソフトウェアの企画、開発、製作、

販売仲介 

17．～24．（条文省略） 

25．ベンチャー企業に対する投資 

26．～28．（条文省略） 

（新  設） 

29．前各号に付帯する一切の業務 

【目的】 

第２条 当会社は、次の事業を営むこと

を目的とする。 

１．～15．（現行どおり） 

16．ソフトウェアの企画、開発、製作、

販売、販売仲介、保守 

17．～24．（現行どおり） 

25．企業に対する投資 

26．～28．（現行どおり） 

29．質屋業 

30．前各号に付帯する一切の業務 

第３条～第19条（条文省略） 第３条～第19条（現行どおり） 

【取締役の選任】 

第20条 取締役は、株主総会の決議によ

って選任する。 

２  取締役の選任決議は、議決権を

行使することができる。株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 

３  （条文省略） 

【取締役の選任】 

第20条 取締役は、株主総会の決議によ

って選任する。 

２  取締役の選任決議は、議決権を

行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数をもっ

て行う。 

３  （現行どおり） 

第21条～第36条（条文省略） 第21条～第36条（現行どおり） 

【監査役会の議事録】 

第37条 監査役会における議事の経過の

要領およびその結果ならびにその他

法令に定める事項については、これを

議事録に記載または記録し、出席した

監査役がこれに記名押印または電子

署名する。 

【監査役会の議事録】 

第37条 監査役会における議事の経過の

要領およびその結果ならびにその他

法令に定める事項は、議事録に記載

または記録し、出席した監査役がこ

れに記名押印または電子署名する。 

 

第38条～第45条（条文省略） 第38条～第45条（現行どおり） 

【配当の除斥期間】 

第46条 配当財産が金銭である場合は、

支払開始の日から満３年を経過して

もなお受領されない時は、当会社はそ

の支払義務を免れる。 

             以上 

【配当の除斥期間】 

第46条 配当財産が金銭である場合は、

支払開始の日から満３年を経過して

もなお受領されないときは、当会社

はその支払義務を免れる。 

             以上 

以 上 


